
          （新設用〔低圧供給の場合〕） 
平成  年  月  日 

東京電力株式会社 御中 
 

電気自動車用専用急速充電設備（ＱＣ）の特例適用に関する確認書 

 
「電気供給約款附則２（需要場所についての特別措置）」（平成 26 年３月１日実施）に基づき、

以下のとおり特例適用について申込みいたします。 
※本特例は、新たなＱＣを設置される際、その電気使用開始に先立ち、本確認書により当社にお申込みいただいた場合のみ

適用いたします。 

 

お 客 さ ま 名 

※ＱＣに関わる 

電気需給契約者 

（需要者） 

様

設 置 場 所 住 所 

（特例区域等） 

〒  － 

 

 

℡      －    － 

連絡先 

（ 氏 名 ） 

 

様 

（ 住 所 ）  

〒 

 

 

℡       －     － 

設置ＱＣ型式  
ＱＣ 

容量 
（ｋＶＡ）

（お客さま名） 

様 

お客さま

番号 
  －     －  － 

① 

設 置 場 所 住 所 に 

おける現在の需要

場所※１の電気需給

契約者（需要者） 

※１ 原需要場所 

※２ 電気を使用してい

ない場合は記載不要 

〒  － 

 

℡       －     － 

② 

確認事項 

 

特例適用を希望する

場合には、右の各項目

をご確認のうえ、□に

チェックをお願いし

ます 

□ 設置ＱＣが経済産業省ホームページ掲載の対象機器であること 

□ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること 

□ 特例区域等と非特例区域等の電気工作物について、電気的接続を分離すること

等により保安上の支障がないこと 

□ 特例区域等および非特例区域等における保守保安、計量器等の検針等の業務を

実施するにあたり、互いの需要場所を経由する場合があることについて、双方

のご契約者が同意すること 

□ 特例区域等への供給に伴う工事費をお客さまが負担すること 

□ 同一構内に、既にＱＣ設置に伴う特例区域等が設定されていないこと 

その他 
特例区域等の電気使用者が変更となった場合、本書の内容の引き継ぎにご協力をお

願いいたします。 

※「非特例区域等」とは、「原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分」をいいます。 

 

------------（東京電力使用欄）-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 受 付 Ｎ ｏ  

受 付 日  年  月  日 



          （再点用〔低圧供給の場合〕） 

 

平成  年  月  日 
東京電力株式会社 御中 
 

電気自動車用専用急速充電設備（ＱＣ）の特例適用に関する確認書 

 
「電気供給約款附則２（需要場所についての特別措置）」（平成 26 年３月１日実施）に基づき、

以下のとおり特例適用について申込みいたします。 
※本特例は、新たなＱＣを設置される際、その電気使用開始に先立ち、本確認書により当社にお申込みいただいた場合のみ

適用いたします。 

 

お 客 さ ま 名 

※ＱＣに関わる 

電気需給契約者 

（需要者） 

様

設 置 場 所 住 所 

（特例区域等） 

〒  － 

 

 

℡      －    － 

連絡先 

（ 氏 名 ） 

 

様 

（ 住 所 ）  

〒 

 

 

℡       －     － 

設置ＱＣ型式  
ＱＣ 

容量 
（ｋＶＡ）

（お客さま名） 

様 

お客さま

番号 
  －     －  － 

① 

設 置 場 所 住 所 に 

おける現在の需要

場所※１の電気需給

契約者（需要者） 

※１ 原需要場所 

※２ 電気を使用してい

ない場合は記載不要 

〒  － 

 

℡       －     － 

② 

確認事項 

 

特例適用を希望する

場合には、右の各項目

をご確認のうえ、□に

チェックをお願いし

ます 

□ 設置ＱＣが経済産業省ホームページ掲載の対象機器であること 

□ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること 

□ 特例区域等と非特例区域等の電気工作物について、電気的接続を分離すること

等により保安上の支障がないこと 

□ 特例区域等および非特例区域等における保守保安、計量器等の検針等の業務を

実施するにあたり、互いの需要場所を経由する場合があることについて、双方

のご契約者が同意すること 

□ 同一構内に、既にＱＣ設置に伴う特例区域等が設定されていないこと 

その他 
特例区域等の電気使用者が変更となった場合、本書の内容の引き継ぎにご協力をお

願いいたします。 

※「非特例区域等」とは、「原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分」をいいます。 

 

------------（東京電力使用欄）-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

受 付 Ｎ ｏ  

受 付 日  年  月  日 



          （新設用〔高圧・特別高圧供給の場合〕） 

 

平成  年  月  日 
東京電力株式会社 御中 
 

電気自動車用専用急速充電設備（ＱＣ）の特例適用に関する確認書 

 
「電気需給約款［特定規模需要（高圧）］附則２（需要場所についての特別措置）」（平成 26 年４

月１日実施）または「電気需給約款［特定規模需要（特別高圧）］附則２（需要場所についての特別

措置）」（平成 26 年４月１日実施）に基づき、以下のとおり特例適用について申込みいたします。 
※本特例は、新たなＱＣを設置される際、その電気使用開始に先立ち、本確認書により当社にお申込みいただいた場合のみ

適用いたします。 

 

お 客 さ ま 名 

※ＱＣに関わる 

電気需給契約者 

（需要者） 

様

設 置 場 所 住 所 

（特例区域等） 

〒  － 

 

 

℡      －    － 

連絡先 

（ 氏 名 ） 

 

様 

（ 住 所 ）  

〒 

 

 

℡       －     － 

設置ＱＣ型式  
ＱＣ 

容量 
（ｋＶＡ）

（お客さま名） 

様 

お客さま

番号 
  －     －  － 

① 

設 置 場 所 住 所 に 

おける現在の需要

場所※１の電気需給

契約者（需要者） 

※１ 原需要場所 

※２ 電気を使用してい

ない場合は記載不要 

〒  － 

 

℡       －     － 

② 

確認事項 

 

特例適用を希望する

場合には、右の各項目

をご確認のうえ、□に

チェックをお願いし

ます 

□ 設置ＱＣが経済産業省ホームページ掲載の対象機器であること 

□ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること 

□ 特例区域等と非特例区域等の電気工作物について、電気的接続を分離すること

等により保安上の支障がないこと 

□ 特例区域等および非特例区域等における保守保安、計量器等の検針等の業務を

実施するにあたり、互いの需要場所を経由する場合があることについて、双方

のご契約者が同意すること 

□ 特例区域等への供給に伴う工事費をお客さまが負担すること 

□ 同一構内に、既にＱＣ設置に伴う特例区域等が設定されていないこと 

その他 
特例区域等の電気使用者が変更となった場合、本書の内容の引き継ぎにご協力をお

願いいたします。 

※「非特例区域等」とは、「原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分」をいいます。 

 

------------（東京電力使用欄）-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 受 付 Ｎ ｏ  

受 付 日  年  月  日 



          （廃再用〔高圧・特別高圧供給の場合〕） 

 

平成  年  月  日 
東京電力株式会社 御中 
 

電気自動車用専用急速充電設備（ＱＣ）の特例適用に関する確認書 

 
「電気需給約款［特定規模需要（高圧）］附則２（需要場所についての特別措置）」（平成 26 年４

月１日実施）または「電気需給約款［特定規模需要（特別高圧）］附則２（需要場所についての特別

措置）」（平成 26 年４月１日実施）に基づき、以下のとおり特例適用について申込みいたします。 
※本特例は、新たなＱＣを設置される際、その電気使用開始に先立ち、本確認書により当社にお申込みいただいた場合のみ

適用いたします。 

 

お 客 さ ま 名 

※ＱＣに関わる 

電気需給契約者 

（需要者） 

様

設 置 場 所 住 所 

（特例区域等） 

〒  － 

 

 

℡      －    － 

連絡先 

（ 氏 名 ） 

 

様 

（ 住 所 ）  

〒 

 

 

℡       －     － 

設置ＱＣ型式  
ＱＣ 

容量 
（ｋＶＡ）

（お客さま名） 

様 

お客さま

番号 
  －     －  － 

① 

設 置 場 所 住 所 に 

おける現在の需要

場所※１の電気需給

契約者（需要者） 

※１ 原需要場所 

※２ 電気を使用してい

ない場合は記載不要 

〒  － 

 

℡       －     － 

② 

確認事項 

 

特例適用を希望する

場合には、右の各項目

をご確認のうえ、□に

チェックをお願いし

ます 

□ 設置ＱＣが経済産業省ホームページ掲載の対象機器であること 

□ 特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されていること 

□ 特例区域等と非特例区域等の電気工作物について、電気的接続を分離すること

等により保安上の支障がないこと 

□ 特例区域等および非特例区域等における保守保安、計量器等の検針等の業務を

実施するにあたり、互いの需要場所を経由する場合があることについて、双方

のご契約者が同意すること 

□ 同一構内に、既にＱＣ設置に伴う特例区域等が設定されていないこと 

その他 
特例区域等の電気使用者が変更となった場合、本書の内容の引き継ぎにご協力をお

願いいたします。 

※「非特例区域等」とは、「原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分」をいいます。 

 

------------（東京電力使用欄）-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

受 付 Ｎ ｏ  

受 付 日  年  月  日 


